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雜 

0

く」
i

い

は

眞

理
0

全
部
に
あ
ら
卞
し
ズ
そ
の
一
部 

の
み
、

「
農
築
？ H

業
洛
共
に
收
穆
遞
擴M

に
牧
®
遞
截 

の
風
法
則
の
癒
用
を
受
く

」

i
s

ふ
が
そ
の
全
部
な6 

假

分一

部
の
眞
理
な6

と
雖
ダ
眞
理
は
卽
ち
、
具
®
な 

Av
>.

然
る
に
若
し
こ
の
一
部
の
眞

3

を
誤
6

解
し
て
、 

r

 
M
0
は
收
®

遞
減
の
法
則
の
み
の
適
明
を
受
け

H

業 

は
牧
離
遞
增
の
法
則
の
み
の
適
用
を
受
く

」

，i

な
す
， ̂

の
れ
ら
ぱ
そ
は
正*
し
く
®

瑜
な
'

^
、.
若
し
更jU

進
ん
で 

こ
の
®

論
ょ
'

^
推

し

で「

廣
業
の
牧
稷
は
遞
減
し
工
業 

の
牧
離
は
灘®
す」

-V

云
ふ
ゼ
の
ぁ>
b
j

、

は
譲
瑜 

を
搬
用
し
お
る
そ
の
上
に
猶0

や
、
る
法
則
を
支
持
す 

る
假
定
ぁ
る
場<

n
i.

そ
の
假
定
な
き
資
際
の
揚
合
-
^
を 

浪
同
す
る
i
 S

ふ
二
重
の
認
を
犯
せ
る,P

の
と5
は
さ 

る

べ

，&
ら

す

。

眞

理

は
：：

.

「

農

業

ダ

H

業
ダ
共
に
妨
害i 

し
て
現
》
る>
'

所
の
股
®
遞
碱
の
法
則
と
發
明
と
し
て 

現
は
る
、
所
の
牧
灘
遞©

の
.法
則
i

の
競
八
ロ
の
結
果i 

し
て
、
或
は
遞
減1

を
擧
げ
、
或
は
遞s

f

攀

す げ ' 
0  、

成

恒

同

牧

幾

を

/

五
九
力

i

s
ふ

に

み

タ

て¥

(

完)

: 1

m

81

立
憲
君
主
國 

議
會
の
地
位

G
〕

:

け

る

由

岩

次

鄙

抑
《
立
憲
國
と
は
何
ぞ
、

通
の{
S
Iに
從
ぺ
ぱ
S
 

家
の
作
用
を
分
て
立
法.、
司
法
、
神
に
行
政
の
三
と
し 

各
獨
立
の
機
關
に
依
て
之
を
行
ひ
、
唯

r

の
機
關
を
し 

て
之
を
單
獨
專
行
せ
し
む
る
こ
と
を
許

y
o

か
る
政
體
'の 

圆
家
を
云
ふ
0
尊
制
國
に
在
ら
ズ
君
主 
'が
画
家
の
事
務 

を
行
ふ
に
當
6

て
管
，
の
機
關
を
設
く
る
こ
と
あ
る
ダ 

开
は
全
く
君
主1

人
の
意
想
に
依V

定
ま
るS

J
i

に
し 

て
國
法
上
の
要
件
に
あ
ら
す
，、
君
主
.之
を
改
廣
す
る
こ 

と
圓
よ
6
其
の
©
由
な
6
。
之
に
反
し
て
立
憲
®
に
在 

6

て
は
國
權
の
行
便
は
國
法
上
の
原
則
と
し
て
必
す
其 

の
作
用
に
從
ひ
各
獨
立の
機
關
に
依 

'义.行
ば
る〜

こ
i
 

を
要
す
。
此
の
普
通
の
定
義
は
固
よ6
大
體
論
と
し
て 

.差
支
な
き
が
如
し
と雖

と
1̂
p

、
今
日
の
.重
な
る
立
憲
國
.

m

m

に
付
て
見
る
？
明vm

な
る
が
如
く
、
立
法
機
關
お
る
識 

會
が
豫
算
を
協
養
し
君
主
が
裁
可
に
依-
 ̂

y

立
法
維
を 

行

便

し

、

司

法

裁
！
：

所

に

於V

行
政
事
務
を
執
る
が
如 

き
'
、

之

を

原

則

に

姆

す

る

例

外

と

見

る

に

は

®
-
^
に

普 

通
の
現
象
な
.
6

0
法
律
上
の觀

<?|

と
し
て
の
立
憲
.國
は 

必
卞
し
ダ
立
法
司
法
幷
に
行
政
の
ニ

一

權
各
分
立
し
で
答 

獨
立
の
機
關
に
依
て
行
便
せ
ら
る
、
こ
と
を
要
件
と
せ 

ザ
、
唯
國
家
の
散
高
機
關
が
國
棚
を
行
便
す
る
に
當
6
 

て
法
捧
上
一
走
の®

園
に
於
て
他
の
機
關
の
參
與
を
：要 

仲
と
ず
る
國
家
を
指̂
^

.る
な
の
な
6

。
卽
ち
所
®
三 

權
分
立
が
厳
称
に
行
は
る

〜

と
否
-0

は
必
し
ダ
之
を
問 

.は
ざ
る
な
6

。
又
立
憲
君
主
®

i

専
制
君
主
國
と
の
區 

別
標
準
は
之
を
更
に
他
の
黯
に
.求
ひ
る
こ
と
を
得
べ
し 

事
制
君
主
國
に
在6

て
は
君
主
の
意
思
は
卽
ち
國
家
慑 

高
の
意
思
な
-
^。

君

主

の

行

爲

に

し

，
て

法

の

规

®
 

紙 

觸
す
る
な
、
开
は
法
規
違
反
にf

し
て
法
規
變
：
K

の 

間
题
と
な
る
ベ
し
。

も
-右
の
場
<
ロ
に
於
て
君
主
の
貧 

ネ

可

參

貴

任

は

政

治

上

の

貴

任

お

.る

可

く

、
法

律

上

の

, 

.
沉丸

*?

I S S



.

雜

.
錄

S

貴
任
'ほ
あ
.ら
ー
る
な
ろ
0
之U

反
じ
て
立
憲
君
主
國
に 

在
6
て
は
君
主
ダ
亦
法
®
の
下
に
在6
、
法
律
ぱ
人
民 

を

抬

る

と

共

•に
君
主
を
/
拘̂
束
し
、red

つ
奚
の
ま 

雄
は
君
主
の
意
思
と
人
民
の
意
思
と
相A
nし
て
成
立
す 

る
ダ
の
な
6
、
法
維
単
に
君
主
の
.意
思
お
る
に
止
ま 

ら
ぱ
君
主
は
法
律
の
上
に
在
る
と
を
得！
^く
、

法
律
、が 

®
に
人
思
の
意
思
お
る
に
止
ま
ら
ぱ
人
思
は
法
の
上

r

に 

在
る
こ
と
を
得
可
し
。
法
傘
が
君
主
人
民
の
意
思
の
八
ロ 

敎
に
基
き
て
成
立
し
君
主
と
人
民
と
を
均
し
く
ぢ
®
す 

る
t
t立
憲
君
主
画
の
#
制
君
主
國
と
異
な
る
所
以
に
し 

て
、
又
斯
の
如
く
し
て
立®
君
主
S
K於
け
る
國
民
は 

然
画
家
^
關̂
お
る
能
位
を
承
認
せ
ら
る
、

5̂? ぜ
と
す
。 

斯
の
説
を
非
難
す
る
？
の
は
日
く
 r

憲

法

の

の
 

筒
條
に
於
て
？<

全
體
i
し
て
の
人
民
の
地
位
、
人
格
、 

意
思
等
を
積
極
的
に
嚴
認
し
お
る
規
定
を
發
せ
ホ

」 

と
。
然
れ
と
ぢ
憲
法
は
®
法
學
の
敎
科
書
に
あ
ら
タ
國 

法
學
上
國
家
の
人
格
を
認
む
る
に
あ
ら
ャ

」

れ
ぱ
國
家
.の
，
 

法
,
上
の
：

を
說
明
し
得
さ
る
ぢ
の
と
す
れ
ぱ
憲
法

立
憲
國
る
要
件
と
政
治
の
.實
際
i

が
®
?
能
く
調
和 

せ
'る
が
爲
め
に
し
て
、
.
立
法
、
司
法
、
幷
に
行
政
の
三 

權
が
英
國
に
於
て
最
ダ
厳
桃
に
分
立
せ
る
が
爲
め
に
は 

あ
ら
ざ
る
な
6

。
市
村(

光
惠)

博
士
、が
京
都
法
學
會
雜 

誌
第
八
卷
第
一
七
十
七
頁
に
於
て

r

我
國
に
於
て
》 

天
皇
あ
-

0
.

て
統
沿
權
を
總
爐
せ
ら
れ
貴
族
院
あ
グ
て
庶 

民
院
と
同
一
の
法
律
上
の
*
限
を
有
し
以
て
立
法
豫
算 

其
他
の
闘
務
に
參
與
す
.、
英
國
の
如
き
下
院
取
制
の
政
，
 

治

は

現

行

法

の

下

に

於

て

行

：̂

る

 >

'能
は
ざ
る
狀
態
に 

在
6

此

の

如

く

下

院

の

審

制

を

許

さ

る

は

‘
.
,
.
却
て 

立
憲
の
本
義
る
權
カ
分
立
主
義
に
適

<
ロ
す
る
？
の
に 

非

る

か

：
：
吾
人
は
寧
る
獨
速
流
の
内
閣
制
度
を
有 

し
得
る
狀
態
に
在
る
我
國
の
瑕
狀
を
喜
ぶ」

.と

云

.は

れ 

お
る
はt

f
S

の
斷
b

て
赞
同
し
得
さ
る
所
な
6

。
蓋
し 

立
憲
君
主
制
の
期
ず
る
所
は
君
主
の
意
思
と
人
良
の
意 

思
と
が
法
維
上
に
放
て
又
政
治
上
に
於
て
能
く)

敎
調 

和
し
.て
以
て
.國
政
を
支
配
す
る
の1;

事
に
在
6

て
三
權 

分
立
の
嚴
称
に
行
は
る
失
れ
自
身

t

あ
ら
さ
れ

M

九八

に
之
を
嚴
認
^

る̂
©
規

定

存

す

る

と

，否

と

を

'防

は

卞

猶 

H
家
の
人
格
を
認
む
可
き
が
如
く
、
人
民
のi

機
關 

お
る
地
位
を
承
認
す
る
に#
A
Vて
憲
法
に
明
'交
を
以
て 

規

定

せ

る

や

否

や

は

#
.
卞

し

ぢ

間

ふ

を

要

せ

す

、

#
其 

の

說

明

だ

明

か

に

*

法

の

規

定

乃

至

精

縛

に

反

せ

^

る 

こ
と
を
要
す
る
'の
み
。
而
し
て
立
憲
闘
に
於
け
る
國
民 

.の
國
家
機
®
お
る
地
位
は
通
常
H

民
だ
國
家
の
爲
め
に. 

其
の
意
思
を
發
ま
す <

へ
機
關
の
組
織
を
規
®
せ
る
蜜
法 

の
條
規
に
依
6

て
間
接
に
公
認
せ
ら
る〜

ダ
の
な
6

 

0 

殊

に

憲

法

の

明

交

を

以

て

„「
|
|

會

は

國

足

を

代

ま

す

」

i
 

規
定
し
お
る
場
仓
に
於
て
は®
ょ
ろ
明in:

な
ろ
。
君
£
 

の
意
思
i

s
民
の
意
思
i
を
法
#
成
立
の
要
！
^
.と
な
ず 

を
以
て
立
憲
君
主
制
の
要
件
と
な
す
は
我
が
國
憲
法
の 

規
定
に
ダ
®
觸
せf

o

る
の
み
な
ら
す(

此
S
は
後
に
^
 

べ
ん)

憲
法
の
前
文
に「

其

の
C
K民
の)

冀
赞
に
依 

6
與
に
俱
に
H
ま
の
進
運
を
扶
持
せ
む
こi
を
望
み」 

云
々
i
あ
る
立
憲
の
精
神
に
，な
癒
合
す
れ
ぱ
な6
0 

英
國
が
立
憲
國
t
し
し
て
天
下
の
師
表
お
る
は
上
述
の

ぱ

な

r~A
xsMxr

CB C ntf
U _ 7

立

憲

君

主

國

お

る

法

律

上

の

要

件

：̂

國

家

意

思

た

る 

法
律
の
成
立
に
君
主
の
意
思
と
画
廣
の
意
思
と
の

<

ロ
教 

を
要
す
i
な
す
に
在
る
i
き

は

立

.法

機

關

お

る

議

は
 

當
然
國
良
を
代
袭
す
可
く
、
其
の
決S
は
法
律
上
の
國 

良
の
意
思
と
看
做
す
可
く
、
而
し
て
®
會
の
決
議
は
君 

主
の
裁
可
を
得
て
法
律
と
成
る
ダ
の
な.
-

0
。

然

れ

ダ
 

斯
く
の
如
き解

！
：

は
未
だ一

般
に
承&S

せ
ら
る
、
所
£ 

な

ら

す

。

仍

而

反

對

瑜

の

'
內

器

を

明

に

ず

る

爲

め

英
 

國
の
憲
法
學
者r

ダ
ィ
シ
I」

ほ
种
に
獨
逸
のnr

N
I

バ 

ン
ド」

の
見
解
を
略
述
じ
て
後
其
是
非
如
何
を
徐
ろ 

に
者
察
せ
ん
と
欲
す
。

r

ダ」

の
見
解
左
の
如
し
0 

千
六
百
九
十
四
年
の
法
律
に
依6
議
會
の
任
期
を
三 

年
と
な
し
お
る
を
以
て
、
千
七
百
十
六
年
に
は
其
の
發 

年
末
ま
や
に
總
選
舉
を
行
は
ず
るK
. 

-£

ら
ざ
る
場<

ロ 

i 

な
れ
ら
。
然
れ
と
？
當
蹄
は
選
擧
者
の
多
-敷
は
一
ジ
ャ 

n

ビ
レ」

.黨
な
，り.し
を
以
て
獨
6
.政
府
に
.跟
6
て
の
み

IS%

錄

菜
九



18^

:
ホ
ら
す
、
國
ま
を̂

^
.の
危
臉
か
-Cs

し
を
以
て
&
ず
4
, 

當
蹄
蘭
會
中
の
議
會
を
し
で
讓
會
の
任
期
を三
年
よ
ろ 

，七
年
に
f
f
i長
す
る
の
法
案
卽
ふ「

セ
。プ
テ
ニ
ア
ル
◎
ア
ク 

ト」

を
通
過
せ
し
め
お
-

CN、

.且
つ
此
法
案
は

當
蹄
の
®
 

民
院
を
し
て
现
に
選
攀
せ
ら
れお
る
年
服
以
外
に
尙
ま 

四
年
の
餘
命
を
保
お
し
めセ
る
な

ろ
。
斯
く
の
セ
き
は 

単
に
今
後
の
國
會
の.任
期
を11j

年
よ
6

七
年
に
®
長
す 

る
の
法
案
に
比
し
てS

S

 

5

f
手
®

i

f
 

可

し

。
此

の

法

鶴

は

政

略

上

'义

便

宜

上

至
當
の
措
置
ど 

覆

さ

れ

た
る

な

と

さ
れ
ぱ
或
t

t

フ

ラ
ム」

の
如 

き
或
は「

ス
タ
ン
ホ
I

ゾ」

卿
の
如
き
公
平
無
私
の

士 

よ
6
此
の
讓
會
主
桃
の
意
義
を
減
却
する
が
如
き
言
說 

を
き
た
ら
ん
に
は
世
の
識
者
必
す
やi

し
お
る
な
. 

る
可
し
o 

r 

i；

ラ

ム」

昔

く

「

無
智
の
織
湖
に
立
法
部 

グ
ン
此
の
行®
を
目
し
て
越
桃
の
招
置
な6

i
な
し
又
‘̂
 

て
違
法
に
あ
ら
す
-
^
;す
る
7
2
5
:
5

、
少
く i

T
P

人
民
の
委
任 

に
货
き
古
來
の
法
を
被
る
ダ
の
な6

i
な
す
が
如 

.含
翻
籍
め
®
し

き

の

な

ろ」

も

而

し

て

の

主

張

•
K
O。

の
m

據
は
S

食
S
 

i
年
條
例
は
f

 
ニ
ナ
f

少 

し
行
は
れ
せ
る.

P

の
に
し
て
、
：

j

の
經
驗
た
る
に
過
ぎ 

I

す
、
而
し
て
开
は
結
海
失
敗
に
歸し
た
る
？
の
な
れ
ぱ 

^

他
の
法
幾
る
同
b 
く
國
會
は
任
意
之
を
廢
し
又
參 

T-S

る
こ
と
を

得
可
し」

と
云
‘ふ
に
在
6

0
ス
タ
ン
ホ
f
 

I

プ
®
ダ
亦

日

く「

画
會
か
其
の
任
期
を
姬
畏
し
お
る
こ 

_

ソ

•て
越
權
な
6

i
な
す
が
如
き
憑
腊
は
之
を
馬
S
 

I

東
嚴
に
W
し
て
す
な
-CV、

這
は
圓
と
當
牌
の
簾
炭
&

に 

一

由
来
す
る
？
の
に
し
て
今
ダ
做
®

®
せ
る
公
银
に
#
す 

る
演
說
な
と
に
間
々
見
、る
こi
あ
る
％
第
ー
流
の
S
法

'

M

の
言
は
七
@

年
條
例
に
對
ず
る

-

^

の
要
點
を
逸
.ず 

る

の

み

な

ち

す

、

此

法

律

..の

憲

法

上

の

意

義

を

腿

味

な
 

ら
し
む
る
の
な
め
。
當
雕
此
の
案
に
反
對
し
お
る
三 

十

！
«

の
貴
族
の
反
®

は
海
に
§

の
要
を
辱

，
^

ん
.
0 

日

く
「

抑
ダ
庶
民

i
s
.

は
人
之
を
選
擧
ず
可
く
、
又
旧 

く
選
擧
せ
ら
れ
た
る
#
は
人
足
の
眞
の
代
ま
者
お
る 

こ
と
は

一
版
に
認
め
ら
る

.
^
所
な
i

o

然
る
に
當
观
選

とを‘、

舉
せ
ら
れ
お
る
年
限
ょ6
永
く
繼
績
す
る
と
き
は
庶
民 

院
は
眞
正
に
人
民
を
代̂
?す̂
る
7
の̂
に
あ
ら
タ
、
蓋
し 

此
の
延
長
繼
續
せ
ら
れ
お
る
庶
虽
院
は
國
會
に
選
ば
れ 

お
る
ぢ
の
に
し
て
、
人
民
の
公
選
し
お
る
ダ
の
にあ
ら 

す
、

而
し
て
人
民
の
委
囑
を
癖
せ
す又
議
員
腐
敗
の
結 

果
と
し
て
故
意
に
其
の
委
觸
に
背
く
議
員
に
對
す
る 

1

の
僻
}
法̂
を
奪
は
る
、
こ
と
、
な
る
。
而
じ
て
其
の 

爐
正
法
と
は
善
‘
：

2

{な
る
議
員
を
選
ん
や
舊
識
員
に
K

ゆ 

る
を
云
ふ
。
抑
ダ
七
筒
年
條
例
が
將
殊
の
意
義
を
有
す 

る
は
單
に
國
會
の
任
期
を
變
更
し
お
る
が
爲
め
に
あ
ら 

す
、

又
，三
筒
^

^
例
を
廢
し
お
る
が
爲
め
に7̂
あ
ら
す 

千
七
百
十
六
年
に
七
®
ギ
條
例
を
通
過
しお
る
は
千
六 

百
九
十
避
年
に
三
®
年
條
例
を
通
過
し
た
る
の一
事
と 

同
b 

<敢
て
驚
く
に
足
らfu

る
と
共
に
又
失
れ
以
上
に 

#
難
を
招
く
巧
き
程
の
？
の
に
あ
ら
す
、
又あ
ら
す
i
 

者
へ
ら
れ
おCN

。

驚

く

可

き
當
雕
现

在
の
國
會
が
其 

れ
自
身
の
繼
續
身
服
を
延
凝し
お
る
の
ニ
事
に
存
す
る 

び

な
6

。(

中
略)

是
れ
固
ょ
-CN

先
例
な
き
所
な
6

i

雖
と

,

:

雜

‘

錄

ダ
、
國
會
は
法
微
上
其
の
桃
限
を
行
；

5

お
る
の
み
、
之 

を
徒
ら
に
贬
す
る
が
如
き
は
偶

M
以
て
七
筒
年
條
例
の 

憲
法
上
の
慣
値
を
減
却
す
る
ダ
の
な6
。
此
の
法 

法
理
上
國
會
は
決
し
て
選
擧
人
の
代
理
人
に
あ
ら
す
、 

又
®

し
て
選
擧
區
の
垂
任
を
受
け
お
る
だ
の
.に
あ
ら
ざ 

る
こ
i
を
證
ず
るS

P

の
な
ク
o(

り
ド
o
y
y 

S
t
u
d
y

 of t
h
e

 
L
a
w

 Qf. t； h,e C
o
n
s
t
i
t
u

け

ion 

jpD 4
2
——
4

か)

又
/
ダ

ィ

シ

に

他

の

場

所

に

.於

て

(ibid. 

1
-
P
7
r
l
2
)

日
く「

現
今
の
憲
法
制
度
が
常
に
選
舉民
の 

意
思
を
し
て
正
規
且
つ
立
憲
的
の
手
段
に
依6
て
姑
局 

画
家
に
至
大
の
影
響
を
與
ふ
可
し
~̂
;雖
と
ダ
是
れ
適
よ 

6

政
治
上
の
事
實
に
し
て

法
理
上
の
事
に
あ
ら
る
な 

/
9
0 

,
B

良
は
舉
竟
其
の
意
思
を
遂
行
す
る
こ
i
を
得
可 

し
、
然
れ
と
ダ
截
制

所
は
選
擧
人
の
意
思
を
顾み
る

こ 

と
な
く
、

只
法
律
に
現
は
れ
お
る

意
思
の
外
人
民
の
意 

思
に
付
て
全
く

知
る
所
な

じ
、
故U

裁
判
宵
は
法
律
が 

選
擧
良
の
意
思
に
反
して
制

變

せ

ら

れ

又

.
執

行

せ
ら
る 

るfJ

と
の
理
由U

依
6
其
の
法
鄰
の
效
力
に
疑
義
を
桃

‘
六 0

1
,



L
I；

m

錄

I

ひ
こ
i
決
し
で
之
なS

る
冗
し」

云
A
O

■
 

s

妓
に
揭
ぐ
る
は「

ラ
I
，、ノ
ン
ド」

iî

の
見
脾
な
6
。

獨
逸
帝
國
識
會
の
躯
纖
は
國
法
學
上
皇
帝
并
に
聯
邦 

院
の
如
く
之
か
說
明
に
何
等
の
面
難
を
感
す
る
タ
の
に
. 

あ
ら4̂

。

何
i

な
れ
ぱ
带
國
講
會
の
組
織
お
る
や
將
に 

新
規
な
る
制
度
に
あ
ら
ポ
。
义
獨
逸
帝
國
憲
法
に
特
有 

の
制
度
と
云
ふ
に
？
あ.ら
ホ
。
憲
法
上
旣
に
古
く
ょ6
 

'

唱
道
せ
ら
れ
お
る
所
購
國
思
代
表
の
觀
忿
に
胚
胎
す
る 

ダ
の
な
6
0
.唯
夫
れ
政
治
上
の
關
係
に
於
て
之
を
見
る 

に
他
の
大
國
に
比
し
てj

の
特
色
を
存
す
る
ダ
の
な 

6
.何
と
な
れ
ぱ
獨
逸
帝
國g

會
は
殆
ん
と
無
制
服
な 

る
普
通
選
擧
に
依
6

て
組
織
せ
ら
る〜

一
院
制
に
し 

て
其
の
槽
服
ダ
亦
甚
だ
廣
れ
ぱ
な6
。
帝
國
の
機
關 

と
し
て
の
帝
國
議
會
の
國
法
上
の
組
纖
幷
に
其
の
權
限 

の

純

法

理

上

の

解

釋

に

.付

て

は

固

ょ

6
特
種
の
意
義
あ 

る
に
あ
ら
す
、
帝
國
議
會
の
觀
念
、
其.の
本
質
、
其
の 

帝
國
憲
法
組
織
上
に
於
け
る
地
位
に
至-

CN

て
t
t之
を
他

六 oi
l
.

のI
I

會
に
此
し
て
敢
て
別
段
のf
瑶

あ

と

云

ふ

に

あ 

ら
す
.、
唯
楚
に
問
題
と
な
る
は
獨
逸
帝
國
の
聯
邦
®
織 

が
果
し
て
國
會
の
制
度
，の
上
に
如
何
化
る
影
響
を
與
ふ 

る
か
の
一
事
に在

-:>。

而
し
て
聯
邦
院
の
組
織
を
支
恥 

す
る
原
則
が
带
國
議
會
に
適
用
し
得
可
しと
せ
ぱ
、
其 

の
場
合
は
ホM

議
會
の
議
員
が
'各
支
分
画
の
人
足
ょ6
 

選
舉
せ
ら
れ
、li

會
に
於
て
は
一
體
i
成
6

て<
n
||

機 

關
を
組
織
す
る
义
圓
よ6
全
體
と
し
て
獨
逸
®

S
を
代 

轰
す
-る
に
あ
ら
卞
し
て
、
其
の
依
て
選
舉
せ
ら
れお
る 

各
支
分
國
の
人
民
を
代
泰す
る
？

の
と
な
さ〉

る
可
か 

ら
す
.、
千
八
百
六
十
三
年
の
澳
オ
利
の
改
®
案
は
卽
ち 

此
の
思
想
に
S

き
し
？
の
な
る
が
、
同
ギ九

：！！；

十
五
日 

の
#3

國
政
府
の
報
告
はr

斯
の
如
き
會
識
は
#
聯
邦
將 

殊
の
利
S
を
代
表
し
、
獨
逸
全
體
の
利
益
を
墓礎
と
せ 

ざ

る

ダ

の

な

-
^

」
：

文

各

聯

邦

特

殊

の

利

害

關

係

は

全

國
 

思
の
直
接
參
加
に
基
き
て
成
立
す
る
眞
正
な
るH
民
的 

識
會
に
依
て
之
を
調
節
せ
ず
る
可
か
ら
ヤeる
な
.
.̂」

。
と 

宣
言
せ
ろ
。
此
の
見
解
は
千
八
百
六
十
六
年
の
ず
國
改

87

革
案
に
採
用
せ
ら
れ
、
北
獨
逸
聯
邦
憲
法
第
！

 H
-

九
條 

は
明
白
に
し
て1

細
の
疑
義
な
き
明
文
を
以
て
规
定 

せ
ら
る >

"
に
至
卽

ち
！！！ 

く
、

■ 

-

「
-

帝
顾
識
會
の
議
員
は
全H
民
の
代
ま
者
に
しV

何
等 

'
の
委
任
又
何
等
の
指
揮
に
依6
拘
束
せ
ら
る
：.
な
の 

に
あ
ら
す」

I
C
O

北
獨
逸
聯
邦
擴
張
し
て
觸
逸
带
國
と
な
る
に
及
び
て 

ぁ
帝
國
識
會
の
此
の
性
質
は
引
續
き
取
認
せ
ら
れ
、
從 

て
第
二
十
丸
條
の
規
定
は
變
更
せ
ら
れ
す
、
.但
し
第
二 

十
八
條
の
但
書
に
日
く、
_

「

此
の
憲
法
の
规
定
に
依6

帝
®
全
般
に
關
係
せ
き
る 

事
®

に
關
す
る
決
識
に
在6
て
は
其
の
事
®
に
關
係 

せ
る
諸
聯
邦
の
選
出
せ
る
譲
員
の
投
票
の
み
計
算 

す」

と
。(

中
略)

千
八
百
六
十
丸
年
五
月
三
十
一
日
の
選
攀
法
は
獨
逸
. 

全
國
良
の
代
表
機
關i
し
て
の
：帝
國
議
會
の
性
賞
に 

照
應
ず
る
規
定
な-
^
、
卽
ち
旧
く
、 

r

獨
逸
帝
國
識
會
の
選
擧
人
は
其
の
住
所
を
有
す
る
®

邦
に
於
け
る
各
獨
逸
人
な6」
I
C
O 

学
漏
西
、
索
適
、
E
咸
倫
に
於
て
選
舉
せ
ら
れ
お
る 

带
國
議
會
の
®
員
が
其
の
支
分
®

人
良
の
代
ま
卷
な
6
 

と
せ
ぱ
其
の
支
分
國
のE
民
に
あ
ら
ざ
る
帝
國
のR
民 

は
選
舉
に
參
加
す
る
能
は
ざ
る
な-CN。

而
し
て
帝
國
譲 

會
の
議
員
な
獨
逸
命
國
の
人
民
全
體
を
代
表
す
み
ぢ
の 

と
せ
ぱ
帝
國
R
思
お
る
こ
i

に
依
6

て
選
擧
框
を
獵
得 

すlÊ

く
、
獨
逸
帝s

s
i

民
に
し
て
带
H
®

域

内

に

住

所 

を
有
す
る
服
6
は
選
舉
權
を
行
便
し
得
る
譯
な
ムQ
唯 

帝
國
議
會
に
：闘
し
て
帝
國
組
織
が
實
際
に
影
響
ず
る
順 

1

の
細
は
選
舉
嵐
の
限
界
に
在6
。
ぎ
し
*
國
識
會
が 

一
般
獨
逸
人
民
の
代
表
機
關
な6
と

の

原

則

.
^

」

論

理

的
 

に
推
究
す
れ
と
選
舉
區
は
各
分®
の
®
域
i
は

何

等 

の
關
係
な
く

、

，唯

住

思

の

數

幷

に

土

地

の

關

係

に

依

て 

選

擧

區

と

M

晝

せ

ざ

る

lÊ

か

ら

ざ

る

替
.
な

6
。

然

れi
 

き
W
際

に

は

通

用

せ

ら

れ

卞

千

八

百

六

十

丸

年

五
：！：：： n

一
 

十 

一
，B
の
選
舉
法
に
依
れ
ぱ
各
識
員
は

r

各
聯
邦
に
於 

て」

•選
擧
せ
ら
る〜

こ
と
を
規
定
し
セ
6
。
故
に
數
多

' 

s
i
n

I



m

錄

18{

.
の
‘
*

M

分
國
の
旗
域
を
包
合
す
る
選
擧
區
备
く
る
を
得 

す
、
人
口
十
萬
に
達
せざ
る
支
分
國
に
.於
て
ダ
猶
且
ゥ 

1

人
の
議
員
を
選
擧
ず
るnJ 

i
、
な
る
な
6

。(

ホ
®) 

帝
睡
議
會
のIs.

員
に
關
す
る
憲
法
第1

1.
+1
條
の
規 

走
は
院
議
員
に
關
ず
る
憲
法
第
六
條
の
规
定
と
同 

様
の 

'文
字
を
發
見
す
べ
し
。®
ち
議
員
は「V

e
r
t

 re te r
, 

な
6
と
云
ふ
に
在
6

0
然
れ
と
ダ
#
邦
院
：のJg

員
は
各 

聯
邦
の
代
理
者
に
し
て
、
其
の
袭
任
、
訓<
"に
拘
®

せ 

ら
，.る

、
に
反
し
、
☆
國
識
會
の
議
員
はr
全
國
民
の
代 

表
#
に
し
て
香
囑
及
ぴ
指
揮
に
依
つ
て
拘
束せ
ら
る
、 

こ
と
な
し
。
此
の
規
定
の
實
際
上
の
倾
向
は
之
に
依
て 

各

識

員

は

其

の

選

舉

區

の

受

任

者

又

は

代

理

者

な

-
^
と 

の
思
想
を
#
斥
せ
んと
す
る
に
在
6

。
然
れ
ど
タ
之
を 

肅
理
上
ょ
6

者
$

る
に
、
這
は
更
に
く
根
本
的
、
 

普
遍
的
の
原
則
ょ6

來
る
：j

の
論
理
的
結
渠
お
る
の
み
ノ 

部
ち
各
談
員
は
獨
ろ
各
選
擧
區
の
委
囑
、
指
揮
に
拘
束 

せ
ら
れf

l
i

る
の
み
な
ら
す
、實

に

「

全
體
と
し
て
.の
®
 

民」

の
委
囑
指
揮
に
ダ
拘
束
せ
ら
れ

fv

る
グ
の
な
i

六
o
m

し；
^

國
議
會
の
購
員
は
聯
邦
院
織
員':ル

聯

邦

政

,

を

代

ま
 

す
る
と
同
意
義
に
於

て
國
民
の
代
理
者
お
，
る
に
あ
ら
ざ 

る
と
同
腊
に
法
學
上
の術
語
i

じ
て
のr

代
理
者」

に 

あ
ら
ざ
る
.な6

。
各
聯
邦
は
權
利
主
體
に
し
て
、
從
て 

聯
郛
院
に
於
て
其
の
代
理
教
に
依6

、I
其
の
織
利
及
び 

意
思
を
行
ふ
こI
J

を
得
る
ダ
全
體
の
國
は
獨
態
带
嚷 

丄
6

分
®
し

に
®
抗
す
る
獨
立
め
人
格
を
有
す
る 

こ
と
な
し
。
權
利
主
體に

あ

ら

.
又

法

律

上

意

思

を
 

有
す
る
こ
と
な
し
。
能
て
何
等
の
委
任
委
嘱
をな
す
能 

は
ざ
る
と
共
に
代
理
者
に
依6

、
其
の
權
利
意
思
を
行 

ふ

由
な
き
だ
の
な6

。
故
t

带
國
議
會
が
，全
體
の®
 

良
の
代
ま
者
な6

と
云
ふ
は
法
律
上
に
於
て
全
く
無
意 

吸
な
ん
i

云
ネ
可
し
。
議
員
は•
法
律
上
何
人
の
代
甥#
 

に
ダ
あ
ら
す
、
其
の
職
務
は
他
の
機
利
主
體よ
ん
委
任 

せ
ら
れ
た
る
ぷ
の
に
あ
ら
す
し
て
直
接
に
憲
法
の
規
定 

に
を
く
ダ
の
な
6

、
.

露
員
の
法
：
^

上

の

地

位

.は

全

く

委
 

任

代

理

の

原

則

を

癒

用
す
る
の
條
地

な
き
ダ
の

な
6

。

(
L
a
b
a
n
d
,

 D
a
s

 Staatsrecht d
e
s
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抑
ダ
譲
會
が
法
律
上
の
代
表
機
闘
な6

i
云
ふ 

は
、
豫
會
は
法
律
上
全
體
の
選
攀
人
を
代
表
す
る

15P

の 

-な
6
と
S

ふ
i
同
意
義
に
‘あ
ら
卞
、
圓
ょ
6
政
'治
撒
と 

し
て
識
會
.は
選
擧
人
を
通
b
て
全
H
民
を
代
表
す
と
云 

ふ

は

可

な

-
^
。

然

れ

と

ダ

法

ま

上

の

意

義

に

於

て

は

識 

會

が

國

民

を

代

表

す
i
は

結

局

®

會

の

議

決

は

國

思

の 

意

思

な

看

做

す

に

外

な

ら

す

、
立®
國
に
在
6

て 

は
画
民
は
當
然
國
家
機
關
た
る
她
位
に
立
つ
ダ
の
に
し 

‘て
、
其
の
國
民
一
が
國
家
の
爲
；

意
思
を
發
表
す
る
機 

關
は
岛
ち
購
會
な
'

CS。

而
し
て
識
會
と
は
圓
ょ6
 
二
院 

制
度
を
據
用
せ
る
場<
ロ
に
在
ら
て
は
其
の！

一
 
院
を
併
稱 

す
る
ダ
の
に
し
て
、
其

の1

院
が
人
思
か
選
攀
に
依6
 

て
成
立
し
、
他
の
一
院
は
全
く
選
擧
に
依
ら
タ.る
場
<
ロ 

を
-ダ

包ホ：！

す

。

法

律

の

成

立

に

！
ー
院
の
決
議
を

要
件
と 

な

し

お

る

以

上

、

其

の

，二

院

の

決

議

を

以

て

法

律

上

厕 

良
の
，意

思

と

看
^

?

の
な
6
.。
若
し
失
れ
％
會
、が
選

雑

m

擧
人
を
通A

て
國
民
を
代
表
ず
と
解
せ
ん
れ
、
人
民
の 

選
擧
に
依
6

て
組
織
せ
ら
る
、‘一
院
の
決
議
の
み
國
民 

の
意
思
と
認
め
ら
る
、
結
巢
、
法
律
は
君
主
の
意
思
と 

國
民
の
意
思
と
君
主
の
意
思
に
ダ
あ
ら
す
、
國
與
の
意 

思
に
ダ
あ
ら
f
c-
る

他

の

一

院

の

院

議

i
を
以
て
成
立
す 

i
解
せ
#D

る
可
か
ら
す
"
斯
の
如
き
は
圓
ょ
A
止
當
の 

見
解
i

云
.ふ
可
か
ら
す
。
從
てS
家
意
®
お
る
法
律
の 

成
立
要
素
と
し
て
の
國
民
の
意
思
は
院®
に
依
6

て
發 

ま
せ
ら
る
、
に
あ
ら
す
し
て
、
講
會
の
譲
決
に
依
て
發 

0

せ
ら
る
、
ズ
の
i
解

せ

ざ

る

ね

ら

卞

。
但
し
英
國 

の
H
會
法
の
規
定
の
如
く
、j

走
の
法
案
に
付
き
、
若 

く
は
特
殊
條
件
を
附
し
て
、
以
て
單
に
ー
院
の
決
識
と 

君
主
の
裁
可
を
以
て
法
律
の
成
立
す
る
場

<

ロ
を
認
め
お 

る
と
き
は
、
其
の
一
院
の
決®
を
以
て
a

思
の
意
思
と 

看
做
ず
可
き
な
6
。X

I
I

會

が

法

律

上

國

！̂
:
を

代

表

す 

と
は
議
會
が
に
國
民
の
藥
任
行
爲
を
以
て
成
立
す
る 

の
意
味
に
あ
ら
卞
0
議
.會
と
國
民
i

の

關

係

ほ

サ
J 

主
と
攝
政
と
の
關
係
の
如
く
、
議
會

(

攝
政)

を
，認
め
お
：

六
。
五
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医
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，
>
K 

榮

，餘

.

る
制
度
.のS

接
の
結
果
、
國
良\

君
主)

を
代
表
す
る
S 

の
に
し
て
、
典
に
國
家
機
關
相
互
の.關
係
お
み
、
旦
つA 

其
の
關
係
は
直
接
法
親
に®
き
て
發
生
し
、
，双
方
の
問 

に
將
に
委
任
行
爲
な
る
の
を
認
め
ざ
る
な6
。

國
良
が
君
主
と
共
に
.國
家
機
關
た
る
法
律
上
の
地
位 

を
承
認
せ
ら
る
は
其
の
尊
制
君
主
®
と
著
し
く
異
な 

る
所
以
な
-TSO .

獨
裁
專
制
の
君
主
と*
と
，

P
、

事
實
上 

义
政
治
上
に
於
て
は
必
す
し
ダ
常
に
國
民
の
意
思
を
慮 

外
に
置
く
ダ
の
に
あ
ら
卞
、
然
れ
ど
？
其
の
之
を
慮
外 

に

置

く

と

置

か

ざ

，る

と

は

君

主

の

任

意

に

決

じ

得

る

所 

に
しV

、
從
て
法
律
は
此
點
に
付
て
全
く
無
言
な6

0 

之
に
反
し
て
立
憲
君
主
國
に
在6
て
はj

定
の
場
へ
ロ
に 

於
て
國
思
を
作
成
す
る
に
は
君
主
反
か
國
思
の
双 

方
の
意
思
の<n

敷
を
以
て
法
餓
上
の
要
件
と
な
す
ぉ
の 

に

し

て

、

之

'が

爲

め

に

譲
會
制
度
を
生
す
る
？
、識
會 

を
有
す
る
が
故
に
立
憲
画
な6
と
云
ふ
は
當
を
得
す
是 

れ

事

實

に

於

て

は

差

支

な

き

が

如

し

と

雖

と

，
^
猶

二

手 

ニ
’足
を
有
す
る
が
故
に
人
間
な
ろi
云
ふ
に
等
し
く
完

全
な
る
楚
義
i
購
タ
可

，.か

ら

卞

。

又

事

實

に

於

て

は

立
 

憲
君
主
國
雖
と
ダ
立
憲
國
お
る
法
#
上
の
觀
念
の
聽 

求
ず
る
が
如
く
、
思
主
と
國
足i
の
意
思
常
に
能
く
相 

一，致
し
て
®
政
を
行
，ふ.こ
と
を
得
す
、
SV

®
.民
.の
意 

思
は
|
2̂際
の
闕
政
に
は
殆
ん
と
何
等
の
影
響
を
ダ
與
へ 

f
o

る
場<

ロ
あ
る1

巧
し
と
雖
ど
ダ
、
开
は
®
貴
立
憲
政
治 

の
充
分
發
達
せ
を
る
に
®

く
ダ
の
に
し
て
、

S

S

 

赖
的
立
憲
國
：

K

る
は
立
憲
画
お
る
法
律
上
の
觀
忿i
政 

洽
の
實
際
と
が
同
國
に
於
て
®
ダ
能
く
一
 

激
調
和
せ
る
. 

が
爲
め
な
る
こ
と
は
本
論
の
制
め
に
於
て
述
べ
お
る
が 

如
し
。
厳
桃
な
る
三
權
分
立W
必
卞
し
ダ
立
憲
政
治
の 

要
ま
ず
か
所
に
あ
ら
る
な
ら
。

立
憲
國
の
法
律
上
の
&
賞
斯
の
如
く
な
る
が
故
に
法 

規
は
原
則
と
しV

議
會
の
協
贊
を
凝
す
と
の
原
則
を
生 

す
可
し
。
叉
普
通
豫
算
ダ
亦
法
律
と
共
に
識
會
の
協
替 

を
要
ず
と
な
し
、
我
が
國
の
憲
法
に
於
て
ダ
第
正
條
は 

法
律
に
働
す
る
議
會
の®

M機
を
規
定
し
、
德
六
十
四 

條
は
豫
算
に
對
す
る
購
會
の
協
賛
權
を.規
览
せ
ろ
。
，
然

I1
卜.

.0

I

い
ぐ:ご、'-'

19

れ
と
；
 ̂二
者
の
間
に
は
著
し
き®1S：

上
の
相
違
あ
6
。 

盖

し

法

律

は

國

民

を

狗

束

し

、
，從

て

國

足

の

代

表

機

關 

お
る
譲
會
の
.協
賛
を
要
す
る
は
當
然
のV
理
な
る
％
、 

激
算
は
法
規
に
あ
ら
す
官
廳
を
拘̂
!
^
^
る

行

政

合

に 

し
て
、
某
の
議
會
の
協
赞
を
度
す
と
な
す
は
直
接
圆
民 

を
拘
谋
ず
る
が
爲
め
に
あ
ら
す
し
て
國
民
の
利
害
休
成 

に
至
大
廣
要
の
關
係
あ
れ
ば
な6
。
之
と
同
特
に
實
質 

は
法
規
に
し
て
却
て
命
命
に
依6
て
規
楚
せ
ら
る
\
こ 

と
あ
6
0
,立
憲
國
に
在
6
 V

は
之
を
以
て
原
則
に
對
す
，
 

る

例

外

さ

す

る

冗

ら

ざ

る

：な

6
。

〔

E〕

さ
て
上
述
.の
見
解
と
比
較
す
る
爲
め

(
1

G

o

ニ〕

に
於 

て
叙
べ
お
る「

ダ
ィ
シ
ー」

幷
に「

ラ
！
バ
ン
ド」

の
ニ
ほ 

の
見
解
の
要
黯
を
摘
記
す
れ
ぱ
左
の
如
し
。

i

ィ」

國
良
t
t画
家
ょ
6
分
離
し
又
之
に
劉
抗
す
る
獨 

立

の

人

格

を

有

す

る

こ

と

な

く

义

法

律

上

意

思

.を 

認
む
る
を
得
す
。

「

こ
識
會
は
圆
良
の
指
挪
、
垂
激
を
受
く
る
こ
と
な

し
。

「

ご
議
員
は
選
擧
人
又
は
選
攀
區
の
委
囑
、
指
挪
を 

受
く
る
こ
と
な
し
。
從
て®
會
は
選
#
人
及
び
選 

擧
區
の
代
理
者
に
あ
ら
す
。

.「

ニ」

裁
判
所
は
法
律
が
粟
し
て
遷
擧
人
の
意
思
に
惊 

れ
る
や
否
や
を
考
慮
す
る
の
要
な
し
。

「

ホ」

蔣S

の
議
會
の
如
く
法
律
を
以
て
現
在
の
®
會 

の
任
期
を
延
長
し
お
る
場

<
n

に
は
少
な
く
と
な® 

長
し
お
る
架
服
次
け
は
談
會
は
國
民
を
代
ま
せ 

敌
に
國
民
代s
,

f

以
-て
議
會
の
牲
質
を
説
明
す 

る
に
由
な
し
。

つ
ィ」

の
3

i「

四」

め
見
解
と
ほ
絕
劉
に
粗
器
れ
ざ
る 

だ
の
な
6
。
何
i

な
れ
ば「

四」

の
見
解
は
金
體
の
國
良 

を

j

體
の
集<

口
人
と
し
て
觀
蔡
し
、
且
つ
其
の
集
合
人 

と
し
て
の
國
良
が
刷
家
機
關
お
る
地
位
を
谈
認
せ
ら
る 

る
こ
i
を
以y

立
嵐
國
の
質
に
银
く
當
然
の
結
果
な 

6
と
な
せ
ぱ
な
6

。
唯
法
に
は
明
文
を
以
て
之
を
規 

定
せf

o

る
の
故
を
以
て「

ィ」

の
如
き
反
對
說
を
生
す
る

雜

六
0
七



雜

鋒

S

P

—

H

p

p

t

 

i

通
法
は
要
す
る
に
®
法
學
の
'敎
料
書
に
あ
ら
ざ
る 

な
6〈
我
が
闘
の
憲
法
第
五
條
に‘は

「

天
皇
は
帝
S
譲 

會
の^̂

1
2;

を
以
て
立
法
權
を
行
ふ」

と
あ
る
が
故
に
、

「

ィJ

の
如
き
解
輝
を
採
る
タ
の
多
し
と
雖
，ダ
、
這
ね
次 

飾

於

て
述
ぶ
る
が
如
く
、
當
を
得.！̂
る
？

P

の
な
6

と 

信
す
。

Z

 

.

一
ロ」

i「

M」

の
見
解
と
は
矛
盾
ず
る15P

の
に
あ
ら
す 

盖
し
國
思
の
集
合
人
格
を
液
認
し
織
會は
®
足
を
代
表 

す
と
云
ふ
は
識
會
又
は之
を
組
織
す
る
議
A

が
國
足
の 

猎
掠
®
囑
を
受
く
る
こ
と
を
以
て
前
提
と
な
す
？の
に 

あ
ら
！
れ̂
ぱ
な
，9
。
，卽
ち
議
會
が
國
民
を
代
ま
す
る
は 

恰
ダ
攝
政S

意
主
一
代
表
す
る
の
關
係
に
立
つ

15P
の
‘に 

し
て
®

政
は
君
主
の
委
任
行
爲
を
蔑
せ
す
、
憲
法
の
規 

.定
に
甚
き一

定
の
場
<
ロ
に
直
接
君
主
を
代
表
ず
る
が
如 

く
、
議
會
は
將
に
國
民
の
委
任
行
爲
あ
る
を
要
せ
す
、 

'直

接

國

民

，
を

代

ま

ず

る
？

の
な
6
0
,卽
ち
憲
法
が
画
民 

の
總
集
會
を
認
め
お
ると
き
は
其
の
總
傑
會
の
块
識
を 

以
て
國
虽
の
意
思
と5!

^

す
可
く
又
代
*
制
を
採
用
し

93

六
Q

八

お
る
i

き
は
其
の
代
購
會
の
決
織
を
®
て
國
民
の
意
思 

と，

可
き
の
み
。，一

,
「

ハ

」

の
點
は
間
题
に
な
ら
卞
、
何
と
な
れ
ぱ
法
律
上 

議
會
が
國
民
を
代
表
す
-0

は
選
擧
民
を
代
表
す
と
の
意 

に
あ
ら
す
、
又
選
擧
民
を
通
t

v

.國

民

を

代

表

す

と

の 

謂
に
ダ
あ.ら
す
、
問
题
ぱ
全
體
と
し
て
の
國
妈
は
嚴
會 

と
の
直
接
關
係
た
れ
ぱ
な
ろ
。

一
ニ」

の

®

，ダ

亦

國

民

代

ま

說

に
働
す
る
反
®

i
な
ら 

す

、
國
良
，の
實
際
の
意
思
が
某
し
て
識
會
のW
決
及i

s

 

法
籍
と
矛
盾
せ
る
や
不1

や
は
圓
ょ-0

.

裁
判
官
井
に
截
制 

所
の
全
然
關
部
せ
ざ
る
所
な6
。
然
れ
と
ダ
法
律
上
は 

議
會
の
譲
決
を
以
て
國
民
の
意
思
i
認，： 3

る
ダ
の
な
る 

が
故
に
裁
制
所
は
法
律
に现
は
れ
お
る
®

民
の
意
思
を 

解
す
れ
ぱ
可
な
6
0

「
ホ」

の
®
ほ
要
す
る
に
識
會
は
國
を
代
ま
す
る 

の

な

と

云

ふ

學

說

を

選

擧

人

と

の

關

係

ょ

'
^
說

明

せ 

ん

と

す

る

，、

S
爲
め
に
起
疑
問
に
しV

、

又
實
際
政
治 

上
ょ
み
す
れ
ぱ
重
大
の
問
題
お
る
に
相
違
な
き
な
、
法

レ-
V
F■ト

??

I

律
上
國
民
の
意
思
お
る
警
の
決
織
を
以
て
現
在
の
議 

會
の
任
期
を
®
長

す

る

《

、
，
識

會

，が

國

氏

の

代

表

機

關 

お
る
性
質
に
變
K
を
生
す15̂

き
理
由
は
之
を
法
律
上
に 

發
見
ず
る
を
得
す
。
 

,

• 

S
 

‘ 
•

立
！̂
國

に

於

け

る

黨

會

の

法

揖

上

の

性

賞

ょ

.
'
^
し
て 

我
，？

i

憲
法
第
五
條
の
議
會
協
養
機
の
性
質
を
制
す
る
に 

從
取
此S

に
關
し
て
は
ニ
個
の
有
力
な
る
學
說
あ

<:N。 

第
二
の
學
次
の
如
し
。
 

r

識
會
は
金
令
桃
の
行
使U

參
與
す
る
ダ
の
に
あ
ら
す 

戈
法
律
に
命
分
と
し
て
の
拘
束
力
を
與
ふ
る
，

K
P

の
は
天 

皇
の
裁
可
に
し
て
、
天
皇
の
栽
可
は
更
に
.立
法
行
爲
の 

本
働
な
-

、̂
識
會
の
提
出
と
云
ひ
、
扇
會
の
.協
替
と
云 

言

、
均
し
く
事
前
の
豫
備
行
爲
お
る
に
過
ぎ
卞
し
て 

賺
會
の
協
替
機
は
單
に
；

y；

徵

案

の

，©
;
!
^
を

確

定

す

る

爲 

め
に
行
便
せ
ら
る
-
な̂

-
^
'
。

第
二
說
は

0

ぐ
、

r

法

律

の

制

定

に

付

て

、

其

の

，内

！

^
を
：確

定

す

る

の

行

雜

.

.

絶

.

爲
と
之
に
拘
束
力
を
附
與
す
る
の
行
處4
を
愿
別
し
識 

會
の
協
贊
は
專
ら
內
赛
の
確
定
に
の
み
存
し
、
拘
束
力 

の
附
與
は
專
ら
裁
可
に
存
す
、
之
と
同
特
に
夭
皇
の
裁 

可
を
以
て
立
法
行
爲
の
本
體
な
ム
と
す
る
說
卽
も
立
法 

.撒
‘の
全
部
於
君
主U

の
み
存
す
i

の
學
說
を
誤
®

な
6
 

i
し
、.
從
て
裁
可
は
立
法
機
の
全
部
に
あ
ら
す
議
會
の 

協
賛
と
天
皇
の
裁
可
と
相
俟
て
法
禅
を
な
す
グ
の
に
し 

て
議
會
ダ
亦
立
'法
權
の
行
便
に
參
與
す
る
％
の
な6」 

と
。

,
.
第1

說

は「

夭
皇
は
* 
.
.
.
立

法

機

を

行

ふ

と

あ

る

文 

字
に
餘
6

狗
泥
し
お
る
解
釋
に
し
て
、
殊
に
第
二
 

ils

を
：
 

主
張
す
る
者
が
第
二
說
の
如
く
解
す
る
を
以
て
如
何
に 

ヶ
我
が
國
體
と
相
客
れ
ぎ
る
が
如
く
考
ふ
る
は
甚
だ
課 

ま
れ
6
 
メ
f

ふ
可
し
。
憲
法
第
五
條
の
規
定
は
英
國
に

， 

て「K
i
n
g

 in p
a
r
l
i
a
m
s
t
j
,

が
立
法
權
を
行
ふ
と
云
ふI 

同
機
に
解
し
、
立
法
行
爲
に
付
て
は
寧
ろ
君
主
と
議
會 

と
を
以
て一 ,

體
と
見
る
‘を
至
當
と
ホ15:̂

じ
？
君
主
め
意 

思
の
み
が
独
律
に
あ
ら
タ
る
と
共
に
識
會
の
鶴
決
卽
ち

六
0
*
^
-



雜 

錄
、

國
民
の
意

思

の

.み

が

法

律

を

な

ザ

も

ら

す
V
然
ダ
紐 

何
な
る
法
律
ダ
最
後
に
君
主
の
裁
可
を
得

る

可

か

ら
 

ざ
るS

に
立
憲
君
主
政
體
の
⑩
徵
を
有
す
る7

^

の
な
6
. 

是
を
以
<
第

！
 I

誰
が
我
が
H
體
と
矛
唐
す
る
が
如
く
考 

ネ
る
は
誤
ま
れ
る
だ
の
にし
て
、
第

！一

說
を
採
用
す
る 

ダ
我
か
廣
を
民
主
共
あ
圓
な
ム
と
解
す
る
ダ
の
に
あ
ら 

タ
る
^
:

6.0V。

:

〔

七〕

さ
て
最
後
に
識
會
の
顾
民
の
代
表
機
關
お
る
性
賞
が 

其
の
政
治
上
の
地
位
に
及
ぱ
す
が
導
に
付
て
考
ネ
る
に 

立
憲
政
治
の
發
達
す
る
に
從
て

r

議
會」

と「

國D3J」
と
の 

距
離
が
實
際
に
於
て
ぢ
翁
と
接
近
し
来
ろ
灭
兩
者
を
接 

近
せ
し
む
る
®
々
の
卞
策
請
せ
ら
る
 >

'
に
至
る
可
し
。

第

一

に
は
選
擧
資
格
B
漸
次
に
低
下
し
、
被
選
擧
資 

格
？
亦
同
様
の
倾
.向
を
呈
し
、
政
黨
の
勢
力
け
次
第
に 

潘
大
し
宗
敎
上
人
種
上
及
社
會
階
級間
の
：
鞭
等
に
依 

6

®
害
せ
ら
れ
ざ
る
限
6
は
自
か
ら
大
政
濃
の
發
達
を 

ns；；

る

巧

き

替

ガ

る

ダ

、

實

際

に

；
^
此

の

倾

向

の

阻

止

せ

•
K
4
.
0

 

.

.

ら>
0

、
場
八n

多
.き
は
遺
憾
な
6

、
父
政
黨
の
實，力
i
其 

の
議
會
t
於

け

る

勢

力

と

の

，
間

に

；止

確

に

均

衡

を

保

お 

し

め

むi
ず
る
比
例
代
表
法
の
如
きX
夫

のr

レ
プ
ズ 

•レ
ン
ダ
ム」

の
制
度
の
如
き
な
識
會1
し
國
良
と
ぞ
接
近 

せ
し
む
る1

法

お

る

失

は

す

。
然6
而
し
て
K

U
重 

要
な
る
は
.！
 I

院

制

度

を

採

用

し

お

る

場

<
ロ

に

於

け

r,1  

院
間
の
關
係
に
し
て
二
院
制
度
は
漸
次
一
院
制
度
の
實 

.を
示
し
來
.る
こ
と
是
な
6
學
者
普
通
にI!

院
制
度
の
#
: 

S
を
擧
げ
て
日
く r

之
に
依
て
政
府
と
議
會
と
の
衝
突 

を
緩
和
し
之
に
依
て
國
换
を®N

にS

ず
る
を
得
：ベ
レ
 

と
な
し
、.之
に
：依
て
議
會
の
專
權
を
制
す
ベ
し

」

と
0 

然
れ
と
な
其
の
襄
面
に
は
徒
ら
に

11

院
間
の
軌
蝶
を
爾 

大
し
、.徒

ら

に

國

務

の

進

行

を

週

滞

せ

し

め

.
、
徒

ら

に 

政
府
の
專
横
を
®
長
せ
し
む
る
等
の
缺®
あ
ろ
。
要
す 

る

に

二

院

制

度

は

決

し

て

理

想

的

動

か

す

可

か

ら

タ

，
る 

の
制
度
に
あ
ら
ホ
し
て
、
寧

ろ1

院
制
度
に
近
く
を
以 

て
理
想
"
す̂
*
ぷ̂
の
な
ろ
。

最
後
に
重
要
な
る
は.驚
任
内
閣
制
度
の
確
立
に
在6

H

英
國
今
日
の
内
閣
制
度
の
基
：礎
が
吹
の
，諸

原

則

在

る 

は」

般
に
認
あ
；：̂
•る

、
所

な6
。

第

j

は

Political 

U
n
a
n
i
m
i
t
y

な
6
、
英
國
の
今 

m
.

上
6
見
れ
ぱ
甚
だ
不
思
議
に
思
は
る
れ
と

75P、

以
前 

に
t
t反
對
黨
の
識
員
同

1

ほ
閣
に
則
せ
し
こ
と
*

だ 

珍
し
か
ら
卞
、

i

，ン
ィ
リ
ア
.ム」

，第
三
瓜
の
抬
下
に1

郁
め 

V

政

黨

内

劇

の

組

織

せ

ら

れ

れ

る

な

く

再

び

聯 

立
内
開
を
復
括
し
T

r
ン

：」

女
皇
蹄
代y

はr
g

閣の
：！ 

部
は
一
ホ
ィ
ツ
グ
し
黨
員
、
他

の
一
制
は
マ
ト
f
リ
I」

黨 

員
よ
6
.
成
，0

,

^

6

0

「

シ
オ
ル
ポ
I

ル

内
閣
に
在
6
 

て
は
其
の
黨
員
を
以
て
内
閣
を
組
織
し
得
お
る
？

T

プ 

ル
ト3

1

I」

闇
蹄
代
、に
は
復
お
*
惯
に
復
し
お
6
、 

斯
く
の
如
き 
'

1

進

一
退
を
經
ズ
終
に
内
閣員
は
同
' 1

政 

黨
員
よ
ろ
組

纖

せ

ら

る

、
の

原

則

を

確

立

し

得

お

る

な 

i
 

>

第
二
は 

U
n
i
t
y

 o£R.esponsibiHty 

な
6
。

聯

立 

闇
に
在
^

て
は
固
と
一
様
の
政
治
的
冗
解
を
有
せ

f
o

る 

識
員
を
以
て
し
お
れ
ば
、
其
の
議
會
に
働
す
る
貴
任
は

単
一
不
可
分
な
る
能
は
卞
、
さ
れ
ば
一
人
の
有
力
な
る 

閣
員
否
な
首
'相
自
身
が
桂
冠
す
る
ダ
、
同
糖
に
他
の
閣 

員
の
總
僻
職
を
必
要
と
な
さ
か6
し
な
6
。
失

の「

光 

榮
^
^
.る
革
命」

の
後
實
に
五
十
年
、

r

サ
t ®

リ
バ
—

P 

© 

ク
ォ
.ル
ポ
1
:
^

」

ぎ
反
娜
黨
の
役
票
に
依>0

僻
職
し
お 

る
場
<
ロ
に
於
て
主
はr

ゥ
ォ
ル
ポ
I

ル」

の
後
繼
器
お 

る
一
。プ
ル
ト
ニ

i

j
に
要
求
す
み
に
會
期
中
な
れ
ぱ
成 

る
冗
く
閣
鼻
に
甚
し
き
交
逸
な
か
ら
ん
こ
と
を
以
て
し 

r

プ
ル
ト11

f」

氏
は
之
に
答
へ
て
.r

政
府
の
要
職
に
し 

て
E

の
權
內
に
歸
す
る
に
於
て
は
謹
ん
や
壬
命
に
從
は 

ん」

と
云
へ
6
。
然
6
而
し
て
脳
#
貴

任

の

原

則

の

：：確

：
 

立
し
お
る
は
一
千
七
百
八
十
ニ
年/

1
ス」

卿
の
内
閣 

が
下
院
の
不
信
任
投W
Sに
依
て
倒
れ
-
U

ッ
キ
ン
が
'ム」 

卵
の
内
^

之̂
に
ド
'
ノ̂
ズ
よ
'
以̂
後
の
ず
な
り
と
す0
;

.
,
第111

は

C
o
n
c
e
r
t

 i
n

 A
c
t
i
o
n

に
し
て
、
此
の
原
則
の 

赚
立
し
#
る
は
首
相
の
將
殊
の
地
也
が
せ
ら
れ
て 

ょ
6
以
後
の
事.に

し

て

、

其

の

首

相

の

特

殊

の

地

位

，が 

?
^
認
せ
ら
れ
お
る
は
ポ
命
後
*
に
百
ギ
の
歳
月
を
要
し

•K

 1
1

.MUUâ
sauHH

■ */



お
'
^
o
r
ク
オ
ル
-メ
t

ル」

の
專
橫
を
槪
し
お
るj

文
書 

に次の言しを

H
3

ズ
見
る
ダ
其
の
事
S
を
推
す
こ 

難
か
ら
す
。

r 

S r>】ainly a
p
p
e
a
r
i
n
g

 

t
o

 u
s

 

t
h
a
t 

Sir R
o
b
e
r
t

 

w
a
l
p
o
k

 
f
 for m

s
y

 y
e
ars a

ぬte
d

 a
s

 s
u
c
h

 b
v

 

t

ねk- 

i
n
g u

p
o
n

 h
i
n
^
e
l
f

 t
h
e

 chief, if n
o
t

 t
h
e

 

sole, 

d
i
r
?

 

tion of affairs in t
h
e

 different b
r
a
n
c
h
e
s

 of a
d
m
inis* 

oration, 

I
 c

o
u
l
d

 n
o
t

 b
u
t

 e
s
t
e
e
m

 it to b
e

 indispen- 

sable d
u
t
y

 to offer o
u
r

 

m
o
s
t

 l
i
u
m
b
l
e

 a
d
v
i
c
e

 to M
s

 

IVIajCsty 

for 

th.c. r
e
m
o
v
a
l

 

o.f a-mirustcr so.da$LP"cr- 

o
u
s

 to t
h

ひ Kirig anci t
h
e

 IKin

な

o
m
.

 
ニ

斯
の
如
き
官
は
英
國
の
今
日
よ
シ
見
れは
只
々

奇
1
 

至
極
に
聞
ゆ
れ
と
ミ
、

英
國
ダ一

度
は
斯
く
の
如
き

辟 

代
ん
ム
經
過
し
た
る
な
ろ
。
元
艰
法
律
上
よ
ろ
す
れ
ぱ
閣 

員
は
只
福
密
顾
問
官と
し
て
認
め
ら
る
、
？
の
に
し
て 

本
來
は
其
の
間
に
上
下
の
關
係
あ
る
にあ
ら
す
、

我
が 

憲
法
第
.五
十
五
條
に
於
てr

國
狹
各
大
臣
は
夭
皇
を
擲 

鯽
し

其
,
に
任K

j

と
湖
せ
る
結
嚴
と
し
て

r
w閣
の

統
一
は
法
律
上
强制
す
る
の
遂
な
レ
J
J
'

ふ
！！

明
ず
る
i
 

?

似
ぉ
る
開
係
を
-

'

法
文
の
解
鄉
は
別
と
す
る.P 

政
治
の
.實
際
に
於v

t
g
：

闇
統
：

r

の％

要
あ
る
•ぱ
敢
て
贊 

言
を
要
せ
す
。.市
村
博
士
はr

®

人
は
®
逸
流
の
ほ
®
 

制
度
を
有
し
得
る
狀
態
に
在
る
我
國
の
現
脱
矣
錢
ぶ

」
(

京
都
法
學
、
八
卷
、

1

號
、
七
七
賈)

i
云
は
れ
れ
る
？
. 

f
f
S

は
一
日
ダ
早
く
斯
の
现
狀
を
脱
せ
ん
こi
を
切
望 

し
て
已
まfi；

る
ダ
の
な
6
。(

完)

批

評

と

介

97

I
I
I

現
代
歐
洲
之
憲
政
，

大
正
ニ n

?
r
l
M

傅
文
僻
發
行 

恥
！
： m

二j
i
s
r

定
愤】

©

进
0

錢

,

前
，

t

小
野
壞
敎
授
が
、
歐i

仗

立

*

政

況

一

斑

を 

公
に
さ
れ
お
る
折
、
本
誌
上
に
於
て
無
遠
慮
の
批
評
を 

加

ぺ

お

る

因

緣

に

や

、

發

行

所

ょ

-
:

>

本

書

の

寄

贈

を

受 

け
お
れ
ぱ
、
早
速
精
讀
し
お
る
に
、
输
石
は
研
究
の
熱 

に
し
て8

k

盤
の
獨
到
な
る
敎
授
の
述
作
の
こ
と
、
て 

そ

の

記

す

る

所

"

地

は

英

獨

佛

併

菊

土

の

七

國

に

跨
 

i

事
は
主
と
し
て
千
え
百
八
年
以
来
ポ
年

111

月
ま
で 

の
間
に
涉
れ
と
、
論
述.詳
備
,
殆
ん
と
間
然
す
可
き
の 

謝
な
く
、
讀
激
を
啓
發
す
る
タ
の
勘
れ
ら
卞
。
思
ふ
に 

こ

の

間

英

に

卜

；
院

桃

服

制

服

問

題

あ

ろ

、
.
愛

蘭

自

治

問 

题
あ-CV、

獨
に
韻
政
是
非
の
議
論
あ
ろ
、
社
會
黨
の
黨 

弊
擴
張
あ
6

、
倘
匈
に
選
舉
法
改
正ir

®

の
懸
案
あ
る 

あ
-

CN、

に
ジ
オ
リ
ツ
チ
の

.進

退

の

性

目

す

可
き
あ
-
^

更
に
荀
土
の
®

®
 

y
:

至
ろ
て
は
驚
天
動
地6

革
命
を
腻
，
 

出
せ
6
、
本
書
ほ
這
般
の
大
問
題
を
捉
ら
へ
て
能
く
公 

平
に
之
を
評
瑜
せ
6

、
そ
の
デ
-

—

リ
ー
©
テ
レ
グ
ラ
プ
.の 

ヵ
ィ
'ザ
I

謁
見
錄
が
灌
起
し
た
る鶴
會
の
波
欄
を
親
し 

てT

然
6
,
i雖
ダ
皇
带
の
失
意
を
目
し
て
君
主
親
敬
の 

全
敗
と
爲
し
、デ
t
リ
f 

®

1

ア
レ
グ
ラ
プ
事
件
を
以
て
獨 

逸
立
憲
政
治
上
の
蹄
代
の
區
劃
働i
爲
す
は
、
極
端
な 

る
見
解
な
6」

，と斷するは竟をあ彼の§

上
 

院
間
題
の
政
府
黨
の.勝
利
に
歸
し
お
る
を
說
き
て
、

r

予 

は
此
衆
民
的
趨
靜
を
無
條
件
的

U

 H

歌
す
る
者
に
あ

：

f
v

 

す
、
否
寧
ろ
衆
民
の
能
力
發
達
に
伴
は
る
勢
力
擴
張 

は

社

會

上

政

治

上

大

な

る

危

^

^

有

す

る

を

信

ポ

る

者 

な
ク
、
然

雖

ダ

徒

ら

に

過

去

に

戀
と
し
て
此
大 

勢
を
m
ふ
者
に
あ
ら
ナ
、
’人
性
共
通
の
缺
點
と
複
雑
な
一 

る
文
明
の
伴
ふ
閱
明
社
督
の
缺
黯
と
を®

に
衆n

?

的
#
 

カ
勃
與
の
®

に
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